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事業：精神・結核医療給付事業                                

１．精神・結核医療給付事業 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（旧障害者自立支援法）第５８条第１項に規定す

る指定自立支援医療であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（旧障害者自

立支援法施行令）第１条第３号に規定する精神通院医療および結核の医療で、感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律第 37条、第 37条の 2に規定する医療で、公費負担を受ける者に係る自己負担分（精神通院

医療に要した費用の１０％・結核医療に要した費用の５％）の給付を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細事業：精神・結核医療給付事業                             

１．精神・結核医療給付事業 

以下の給付を行った。 

 

 

 件数 費用額 給付費額 

一般被保険者分 １０，４１０件 １９７，０７２，１７０円 １４，３６９，４４７円 

退職被保険者等分 ７４２件 １４，３７１，８８０円 １，０９６，８９７円 

合計 １１，１５２件 ２１１，４４４，０５０円 １５，４６６，３４４円 

 

 


